
障害者である職員の任免状況の公表 
 
 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号。以下「法」という。）
第４０条第２項の規定に基づき、厚生労働省岐阜労働局に通報した障害者である職員の任
免状況を以下のとおり公表します。 
 
【令和６年 6 月１日現在／法定雇用率２．８％】 
（１）法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数        ５６１人 
（２）障害者の数                        ２０人 
（３）実雇用率                         ３．５７％ 
（４）不足数                          ０人 

（法定雇用率を達成するために採用しなければならない障害者数） 
 
【令和５年 6 月１日現在／法定雇用率２．６％】 
（１）法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数        ５６６人 
（２）障害者の数                        １５人 
（３）実雇用率                         ２．６５％ 
（４）不足数                          ０人 

（法定雇用率を達成するために採用しなければならない障害者数） 
 
 【令和４年 6 月１日現在／法定雇用率２．６％】 
（１）法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数        ５５８．５人 
（２）障害者の数                        １６人 
（３）実雇用率                         ２．８６％ 
（４）不足数                          ０人 

（法定雇用率を達成するために採用しなければならない障害者数） 
 
 【令和３年 6 月１日現在／法定雇用率２．６％】 
（１）法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数        ５４９．５人 
（２）障害者の数                        １６人 
（３）実雇用率                         ２．９１％ 
（４）不足数                          ０人 

（法定雇用率を達成するために採用しなければならない障害者数） 
 
 



 【令和２年 6 月１日現在／法定雇用率２．５％】 
（１）法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数        ５２３人 
（２）障害者の数                        １５人 
（３）実雇用率                         ２．８７％ 
（４）不足数                          ０人 

（法定雇用率を達成するために採用しなければならない障害者数） 
 
 【令和元年 6 月１日現在／法定雇用率２．５％】 
（１）法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数        ４９６．５人 
（２）障害者の数                        １４．５人 
（３）実雇用率                         ２．９２％ 
（４）不足数                          ０人 

（法定雇用率を達成するために採用しなければならない障害者数） 
 
（注意１） 

（１） 欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」とは、職員総数から除 
 外職員数及び除外率相当職員数を除いた職員数です。 
 
（注意２） 
  （２）欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計で

あり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、1
人を 2 人に相当するものとしてダブルカウントしています。 
 さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員については、法律
上、1 人を０．５人に相当するものとして０．5 人カウントしています。 

（注意３） 
  瑞穂市は法第 42 条の規定による特例認定を受けているため、瑞穂市教育委員会に勤務 

する職員を瑞穂市に勤務する職員とみなし合算して通報しています。 
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